
備 考

　２３条第１項」とすること。

新

設

分

既

設

分

5 1 3 0 9 0

0 -

（8） （4） （3） （1） （16） （0） （-）

0 7

（3） （3） （0） （1） （7） （0） （7）
計

3 3 0 1 7

合　　　　計
8 4 3 1 16

(0) (0) (0) (0) （0）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

3 3 0 1 7

(0) (0) (0)

計（ａ～ｄ）
0 0 0 0 0

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0)

現代福祉学科

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
3 3

大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数　5
人

（3） （3） （0） （1） （7）

0 0 0 0

0 1 7

（3） （3） （0） （1） （7）

0

(0) （0）

（0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) （0）

7 0 7

（3） （3） （0） （1） （7） （0）

3 3 0 1

（7）

計
5 1 3 0 9 0 11

（5） （1） （3） （0） （9） （0） （11）

(0) (0) (0) (0) （0）

（0）

（0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

(0) (0) (0)

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0)

(0) （0）

9 大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数　6
人

3 0 9

0

（3） （0） （9）

0

(0) (0)

人

(5) （1） （3） （0） （9）

0 0 0 0

人 人

(5) （1） （3） （0） （9） （0） (11)

11子ども学科

人 人 人 人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
5 1

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5 1 3 0

(0) (0)

計（ａ～ｄ）
0 0 0 0

(5) （1）

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

実験・実習 計

科目 科目 科目 科目

同一設置者内における変
更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

東北文教大学短期大学部
　子ども学科〔定員減〕　　　（△30）（令和7年4月）

単位

年 人 年次
人

人

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

計

短期大学士
（子ども学）

新 設 学 部 等 の 目 的
 東北文教大学短期大学部子ども学科の2024年の入学定員充足率は46％であり、年々低下している。
そのため、子ども学科の入学定員を30人減じ、入学定員及び収容定員の適正化をはかり、よりきめ
細やかな指導を行う体制とする。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

- 140
(200)

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

教育学・
保育学関係

令和７年4
月

第1年次

山形県山形市片
谷地515

子ども学科 2 70
(100)

大 学 本 部 の 位 置 山形県山形市片谷地515

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ﾄﾐｻﾞﾜｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　富澤学園

大 学 の 目 的
東北文教大学短期大学部は、教育基本法及び学校教育法に基づき、深く専門の学芸を教授研究し、
職業または実際生活に必要な能力を育成するとともに、「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり人
間性豊かな、真に社会に貢献しうる実践的な人間の育成を目的とする。

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ﾄｳﾎｸﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞ

大 学 の 名 称 東北文教大学短期大学部

-基本計画書―1-



11

職　　　種 専　　属 その他 計

山形県山形市片谷地
515

子ども学科 2

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

倍

附属施設の概要 東北文教大学付属幼稚園（山形市片谷地515、収容定員150名、現員147名）

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。

平成13
年度

2 30 ‐ 90 0.40

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 　東北文教大学短期大学部

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

100 ‐ 200 0.63 平成17
年度

現代福祉学科

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

‐千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金、資産運用収入、雑収入等

‐千円 ‐千円

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

1,277千円

1,237千円 957千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円
学生１人当り

納付金
子ども学科

‐千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円

‐千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円

設 備 購 入 費 0千円 0千円 0千円 ‐千円 ‐千円

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 300千円 300千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円 ‐千円
経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図 書 購 入 費 600千円 600千円 600千円

共同研究費等 2,000千円 2,000千円

977千円現代福祉学科

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

㎡ ㎡ ㎡

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　　　　） （　　　　　）
計

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

図
書
・
設
備

新設学部等の名称 〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　　　　） （　　　　　）

種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌 機械・器具

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

9,454㎡ 2,495㎡ 13,850㎡

（        　1,900㎡） （　　　　9,454㎡） （　      　　2,495㎡） （　      13,850㎡）

標本

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 室 教 員 研 究 室 室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計 東北文教大学
（収容定員:540

人　必要面
積:3,884㎡）

1,900㎡

合 計 1,932㎡ 35,021㎡

東北文教大学
（収容定員:540

人　必要面
積:5400㎡）

校 舎 敷 地 1,932㎡ 31,215㎡ 4,958㎡ 38,105㎡

そ の 他 0㎡ 3,806㎡ 0㎡

計
11 2

（11） （2） （13）

4,958㎡ 41,911㎡

校
　
地
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

3,806㎡

（0）

指 導 補 助 者
0 0 0

（0） （0） （0）

そ の 他 の 職 員
0 1 1

（0） （1） （1）

事 務 職 員

人 人 人

（11）

図 書 館 職 員
0 1 1

（0） （1） （1）

（0） （11）

技 術 職 員
0 0 0

(0)

0 11

13

（0）

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 　東北文教大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

山形県山形市片谷地
515

人間科学部
　　子ども教育学科

4 70

短期大学士
(子ども学)

短期大学士
(現代福祉学)

学士
（教育学）

学士
（人間関係学）

5 290 0.93 平成22
年度

人間関係学科 4 60 5 250 0.76 令和3年
度

-基本計画書―2-



入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

　東北文教大学 　東北文教大学

　　人間科学部 3年次 　　人間科学部 3年次

子ども教育学科 70 5 290 子ども教育学科 70 5 290
3年次 3年次

人間関係学科 60 5 250 人間関係学科 60 5 250
3年次 3年次

計 130 10 540 計 130 10 540

→
子ども学科 100 - 200 子ども学科 70 - 140 定員変更（△30）

現代福祉学科 30 - 60 現代福祉学科 - - -
令和6年度廃止届出予
定

計 130 260 計 70 140

学校法人富澤学園　定員変更の届出に関わる組織の移行表

令和6年度 令和7年度

　東北文教大学
　　　　短期大学部

　東北文教大学
　　　　短期大学部

-基本計画書－3-



東北文教大学短期大学部

（山形市大字片谷地515番地）

(1)山形県内における位置関係の図面

-校地校舎等の図面－1-



(1)-2山形市内における位置関係の図面

東北文教大学短期大学部
（山形市大字片谷地515番地）

-校地校舎等の図面ー2-



※JR奥羽本線「蔵王駅」より徒歩7分

(2)最寄駅からの距離や交通機関がわかる図面

-校地校舎等の図面ー3-



蔵王駅

  校舎面積

区　　　分

0㎡

0㎡

1,932㎡

短大専用

校地等面積

その他

運動場用地

校舎敷地

2,495㎡ 9,454㎡ 1,900㎡

大学専用 共用

0㎡

0㎡

4,958㎡ 26,253㎡

4,962㎡

3,806㎡

13,850㎡

合計

33,143㎡

4,962㎡

3,806㎡

（3）校舎の配置図

１号館

3号館

6号館

7号館

多目的運動場
(フットサル場) 体育館

東北文教大学付属幼稚園

運動場

プール

２号館

ピ
ア
ノ
練
習
棟

５号館渡廊下

６
号
館
渡
り
廊
下

Ｎ

隣接地

隣接地

物置

警備小屋

部
室
棟

８号館

短期大学
専用

運動用地共用
大学
専用

5号館

車
庫

その他（3,806㎡）

運動用地

（1,080㎡）

短大専用（1,932㎡）

大学専用（4,958㎡）

運動用地（3,882㎡）

共用（26,253㎡）

幼児教育
実習棟

-校地校舎等の図面ー4-



東北文教大学短期大学部学則

第 １章  総 則

（ 目  的 ）  

第 １条  東 北文 教 大 学短 期 大 学部（ 以 下、「本 学」と い う。）は、教 育基 本 法 及

び 学校 教 育 法に 基 づ き 、深 く 専門 の 学 芸を 教 授 研究 し 、職 業ま た は実 際 生 活

に 必 要 な 能 力 を 育 成 す る と と も に 、「 敬 ・ 愛 ・ 信 」 の 建 学 の 精 神 に の っ と り

人 間性 豊 か な、 真 に 社会 に 貢 献し う る 実践 的 な 人間 の 育 成を 目 的 とす る 。  

（ 位 置 ）

第 ２条 本 学を 山 形 県山 形 市 大字 片 谷 地字 谷 地 ５１ ５ 番 地に 置 く 。

（ 自己 評 価 等）  

第 ３条  本 学は 、教 育水 準 の 向上 を 図 り 、前 条 の目 的 及 び社 会 的 使命 を 達 成す

る ため 、教 育研 究 活 動等 の 状 況に つ い て自 ら 点 検及 び 評 価を 行 い 、その 結 果

を 公表 す る もの と す る。  

２  前 項 の 点 検 及 び 評 価 結 果 並 び に 本 学 職 員 以 外 の 者 に よ る 検 証 に 関 す る 事

項 は別 に 定 める 。

第 ２章 学科 、 学 生定 員 及 び修 業 年 限

（ 学科 及 び 学生 定 員 ）

第 ４条 本 学に お い て設 置 す る学 科 及 び学 生 定 員は 次 の とお り と する 。

学  科  

子 ど も 学 科

入 学 定 員

７  ０  名 

収 容 定 員

１ ４ ０ 名

（ 修業 年 限 及び 在 学 年限 ）

第 ５条 本 学の 修 業 年限 は 、 ２年 と す る

２ 学 生 は 、 ４ 年 を 超 え て 在 学 す る こ と は で き な い 。

第 ３章 学年 、 学 期及 び 休 業日

（ 学 年 ）

-学則ー1-



第 ６条 学 年は 、 ４ 月１ 日 に 始ま り 、 翌年 ３ 月 ３１ 日 に 終る 。

（ 学 期 ）

第 ７条 学 年を 次 の ２学 期 に 分け る 。

前 学期 ４ 月１ 日 か ら９ 月 ３ ０日 ま で

後 学期 １ ０月 １ 日 から 翌 年 ３月 ３ １ 日ま で

（ 休業 日 ）  

第 ８条  休 業日 は 、 次の と お りと す る 。

（ １） 日 曜 日  

（ ２）「 国 民の 祝 日 に関 す る 法律 」 に 定め る 休 日

２ 夏 期 、 冬期 お よ び春 期 休 業に 関 し ては 、 別 に定 め る 。

３ 前 二 項 の規 定 に かか わ ら ず 、学 長 は 、臨 時 に休 業 日 を設 け 、ま た休 業 日 を

変 更す る こ とが で き る。

第 ４章 入 学 、 退 学 及 び 休 学 

（ 入学 の 時 期）

第 ９条 入 学の 時 期 は学 年 の 始め と す る。

（ 入 学 資 格）  

第 １０ 条  本学 に 入 学す る こ との で き る者 は 、次の 各 号 の１ に 該 当す る 者 と す

る 。  

（ １） 高 等 学校 （ 中 等教 育 学 校の 後 期 課程 を 含 む） を 卒 業し た 者  

（ ２ ）通 常 の課 程 に よる １ ２ 年の 学 校 教育 を 修 了し た 者（ 通常 の 課程 以 外 の

課 程よ り こ れに 相 当 する 学 校 教育 を 修 了し た 者 を含 む 。）  

（ ３ ）外 国 にお い て 、学校 教 育に お け る１ ２ 年 の課 程 を 修了 し た 者又 は こ れ

に 準ず る 者 で文 部 科 学大 臣 の 指定 し た 者  

（ ４）文 部 科学 大 臣 が高 等 学 校の 課 程 に相 当 す る課 程 を 有す る 者 とし て 指 定

し た在 外 教 育施 設 の 当該 課 程 を修 了 し た者  

（ ５） 文 部 科学 大 臣 の指 定 し た者  

（ ６）高 等 学校 卒 業 程度 認 定 試験 規 則 によ る 高 等学 校 卒 業程 度 認 定試 験 に 合

格 した 者 （ 旧規 程 に よる 大 学 入学 資 格 検定 に 合 格し た 者 を含 む 。）  

（ ７ ）本 学 にお い て 、個別 の 入学 資 格 審査 に よ り 、高 等 学校 を 卒 業し た 者 と

同 等以 上 の 学力 が あ ると 認 め た者 で １ ８歳 以 上 に達 し た 者

（ 入学 の 出 願）
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第 １１ 条 本学 に 入 学を 志 願 する 者 は 、本 学 所 定の 書 類 に入 学 検 定料 を 添 えて 、

本 学が 指 定 する 期 日 まで に 、 学長 に 提 出し な け れば な ら ない 。

２ 提 出 の 時期 、 方 法、 提 出 すべ き 書 類等 に つ いて は 別 に定 め る 。

（ 入学 者 の 選考 ）

第 １２ 条 前条 の 入 学志 願 者 につ い て は 、別 に 定め る と ころ に よ り 、選 考 を行

う 。

（ 入学 手 続 き及 び 入 学許 可 ）  

第 １ ３ 条  前 条 の 選 考 の 結 果 に も と づ き 合 格 の 通 知 を 受 け た 者 は 所 定 の 期 日

ま でに 、保 証 人 連 署 による誓 約 書 を添 えて、所 定 の入 学 手 続 きをとらなければならな

い。 

２  前 項 の 入学 手 続 きを 完 了 した 者 に 、教 授 会 の審 議 を 経て 、学 長が 入 学 を許

可 する 。

（ 保証 人 ）

第 １ ４ 条 保 証 人 は 、 保 証 人 と し て の 責 務 を 果 し 得 る 者 で な け れ ば な ら な い 。 

２ 保 証 人 の 身 分 、 住 所 に 異 動 が あ っ た と き 、 又 は 死 亡 あ る い は そ の 他 の 理

由 でそ の 責 務を 尽 く し得 な い とき は 、あ らた に 保証 人 を 選定 し 、学 長に 届 け

な けれ ば な らな い 。  

（ 編入 学 ・ 再入 学 ・ 転入 学 ）  

第 １５ 条  本学 に 編 入学 、再 入学 又 は 転入 学 を 志願 す る 者が あ る とき は 、欠 員

の ある 場 合 に限 り 、選 考の 上 、教授 会 の審 議 を 経て 、学 長が 相 当 年次 に 入 学

を 許可 す る こと が あ る。  

２  前 項 の 規定 に よ り入 学 を 許可 さ れ た者 の 、既に 修 得 した 授 業 科目 及 び 単 位

数 の取 扱 い 並び に 在 学す べ き 年数 に つ いて は 、教 授会 の 審議 を 経 て 、学 長 が

決 定す る 。  

（ 退 学 ）

第 １６ 条 退学 し よ うと す る 者は 、 学 長の 許 可 を得 な け れば な ら ない 。

（ 休  学 ）  

第 １ ７ 条  疾 病 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り ２ カ 月 以 上 修 学 す る こ と の で

き ない 者 は 、学 長 の 許可 を 得 て休 学 す るこ と が でき る 。  

２  疾 病 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 修 学 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら

れ る者 に つ いて は 、 学長 は 休 学を 命 ず るこ と が でき る 。
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（ 休学 の 期 間）

第 １８ 条 休学 の 期 間は １ 年 を超 え る こと が で きな い 。た だ し 、特 別 の 事 由が

あ る場 合 は 、引 続 き 更に １ 年 まで 延 長 する こ と がで き る 。

２ 休 学 の 期間 は 通 算し て ２ 年を 超 え るこ と が でき な い 。

３ 休 学 期 間は 第 ５ 条第 ２ 項 の在 学 年 限に 算 入 しな い 。  

（ 復  学 ）

第 １９ 条 休学 期 間 中に そ の 理由 が 消 滅し た 場 合は 、学 長の 許 可 を得 て 復 学 す

る こと が で きる 。

（ 除  籍 ）

第 ２０ 条 次の 各 号 の１ に 該 当す る 者 は、教 授 会の 審 議 を経 て 学 長が 除 籍 する 。 

（ １） 第 ５ 条第 ２ 項 に定 め る 在学 年 限 を超 え た 者  

（ ２） 第 １ ８条 第 ２ 項に 定 め る休 学 の 期間 を 超 えて な お 修学 で き ない 者

（ ３） 学 納 金等 の 納 付を 怠 り 、督 促 し ても な お 納付 し な い者  

（ ４） 長 期 にわ た り 居所 不 明 の者  

第 ５章 教育 課 程 及び 履 修 方法 等

（ 授 業 科 目）

第 ２１ 条 授業 科 目 を分 け て、子 ど も 学科 は 教 養科 目 、専 門 科 目（ 保 育 の 本質・

２

３

目 的 、保 育 の 対 象 の 理 解 、保 育 の 内 容 と 方 法 、保 育 展 開 の た め の 知 識・技

術 、 保 育 実 践 ）、 卒 業 研 究 と す る 。

授 業 科 目 の 種 類 、 単 位 数 等 は 別 表 第 １ の と お り と す る 。

 外 国 人 留 学 生 及 び 外 国 人 留 学 生 以 外 の 学 生 で 、外 国 に お い て 相 当 の 期 間

中 等 教 育 （ 中 学 校 又 は 高 等 学 校 に 対 応 す る 学 校 に お け る 教 育 を い う 。） を 受

け た 者 （ 以 下 、 帰 国 子 女 と い う 。） の 教 育 に つ い て 本 学 が 必 要 と 認 め る 場 

合  に は 、 日 本 語 科 目 及 び 日 本 事 情 に 関 す る 科 目 を 開 設 す る 。  

（ １年 間 の 授業 期 間 ）

第 ２２ 条 １年 間 の 授業 期 間 は、 試 験 等の 日 数 を含 め 、 ３５ 週 以 上と す る 。

（ 授業 の 方 法）

第 ２３ 条 本学 に お ける 授 業 は 、講 義 、演習 、実 験 、実 習ま た は 実技 の い ず れ
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か 、ま た は これ ら の 併用 に よ り行 う も のと す る 。

２  前 項 の 授業 は 、多 様 な メ ディ ア を 高度 に 利 用し て 、当 該 授 業 を行 う 教 室等

以 外の 場 所 で履 修 さ せる こ と がで き る 。  

３  第 １ 項 の授 業 は 、外 国 に おい て 履 修さ せ る こと が で きる 。前 項の 規 定 によ

り 、多様 な メデ ィ ア を高 度 に 利用 し て 、当該 授 業を 行 う 教室 等 以 外の 場 所 で

履 修さ せ る 場合 に つ いて も 同 様と す る 。  

４ 第 １ 項 の授 業 の 一部 を 、校舎 及 び 附属 施 設 以外 の 場 所で 行 う こと が で きる 。 

５  卒 業 に 必要 な 所 定の 単 位 数の う ち 、第 ２ 項 に規 定 す る授 業 の 方法 に よ り 修

得 する 単 位 数は ３ ０ 単位 を 超 えな い も のと す る 。  

６ 第 ２ 項 の授 業 を 実施 す る 授業 科 目 につ い て は別 に 定 める 。

（ 単位 計 算 方法 ）  

第 ２４ 条  各授 業 科 目の 単 位 数は 、１ 単位 の 授 業科 目 を ４５ 時 間 の学 修 を 必 要

と する 内 容 をも っ て 構成 す る こと を 標 準と し 、次 の 基 準 によ り 計 算す る も の

と する 。  

（ １ ）講 義 及び 演 習 につ い て は 、原 則 とし て １ ５時 間 の 授業 を も って １ 単 位

と し、別 に 定め る 授 業科 目 に つい て は 、３ ０ 時 間の 授 業 をも っ て １単 位 と

す る。  

（ ２ ）実 験 、実習 及 び実 技 に つい て は 、原則 と して ４ ５ 時間 の 授 業を も っ て

１ 単位 と し 、別 に 定 める 授 業 科目 に つ いて は 、３０ 時 間 の授 業 を もっ て １

単 位と す る 。  

（ 単 位 の 授 与 ）  

第 ２ ５ 条  授 業 科 目 を 履 修 し 、そ の 試 験 等 に 合 格 し た 者 に は 、所 定 の 単 位 を 与

え る 。  

２  各 科 目 に つ い て 出 席 す べ き 時 間 数 の ３ 分 の ２ に 満 た な い 場 合 は 、 そ の 科

目 修 得 の 単 位 を 与 え る こ と が で き な い 。

３  試 験 等 に 関 す る 事 項 は 別 に 定 め る 。

（ 単 位 数 の 上 限 ）  

第 ２  ６ 条  卒  業 の  要 件  と し  て １  年 間  に 履  修 科  目 と  し て  登 録  す る  こ と  が

で  き  る

単 位 数 の 上 限 に つ い て は 別 に 定 め る 。  

２  所 定 の 単 位 を 優 れ た 成 績 を も っ て 修 得 し た 者 に つ い て は 、前 項 に 定 め る 上

限 を超 え て 履修 科 目 の登 録 を 認め る こ とが あ る 。

（ 学習 の 評 価）
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第 ２７ 条 試験 等 の 評価 は 、Ｓ 、Ａ 、Ｂ 、Ｃ 、Ｄ をも っ て表 わ し 、Ｃ以 上 を 合

格 とす る 。

２ 評 価 に 関す る 事 項は 別 に 定め る 。

（ 他学 科 の 授業 科 目 の履 修 ）  

第 ２８ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 と 認め る と きは 、他 学科 に お いて 履 修 し た

授 業科 目 に つい て は 、教授 会 の審 議 を 経て 、学 長が ３ ０ 単位 を 超 えな い 範 囲

で 認め る こ とが あ る 。  

（ 入学 前 の 既修 得 単 位の 取 扱 ）  

第 ２９ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 で ある と 認 める と き は、学 生 が入 学 す る 前

に 専 修 学 校 の 専 門 課 程 （ 専 門 士 の 称 号 が 付 与 さ れ て い る 課 程 ）、 短 期 大 学 又

は 大学 に お いて 履 修 した 授 業 科目 に つ いて 修 得 した 単 位 を、教 授 会の 審 議 を

経 て、学 長 が入 学 後 の本 学 に おけ る 授 業科 目 の 履修 に よ り修 得 し たも の と み

な すこ と が でき る 。  

２  学 生 が 入学 す る 前に 行 っ た第 ３ １ 条第 １ 項 に規 定 す る学 修 を 、教 授 会 の 審

議 を経 て 、学 長が 本 学に お け る授 業 科 目の 履 修 とみ な し 、単位 を 与え る こ と

が でき る 。  

３  前 ２ 項 に よ り 修 得 し た も の と み な し 、 又 は 与 え る こ と の で き る 単 位 数 は 、

転 学等 の 場 合を 除 き 、本学 に おい て 修 得し た 単 位以 外 の もの に つ いて は 、合

わ せて ３ ０ 単位 を 超 えな い も のと す る 。  

（ 他の 短 期 大学 又 は 大学 に お ける 授 業 科目 の 履 修等 ）  

第 ３０ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 と 認め る と きは 、学 生が 専 修 学校 の 専 門 課

程 （ 専 門 士 の 称 号 が 付 与 さ れ て い る 課 程 ）、 他 の 短 期 大 学 又 は 大 学 の 科 目 を

履 修し 修 得 した 単 位 を 、教 授 会の 審 議 を経 て 、学 長が ３ ０単 位 を 超え な い 範

囲 で 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 に よ り 修 得 し た も の と み な す こ と が で き

る 。  

２  前 項 の 規定 は 、学生 が 外 国の 短 期 大学 又 は 大学 に 留 学す る 場 合に 準 用 する 。

こ の場 合 修 得し た も のと み な すこ と の でき る 単 位数 は 、前 項 及 び 第３ ３ 条 第

２ 項の 単 位 数と 合 わ せて ３ ０ 単位 を 超 えな い も のと す る 。  

（ 短期 大 学 又は 大 学 以外 の 教 育施 設 等 にお け る 学修 ）  

第 ３１ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 と 認め る と きは 、学 生が 行 う 専修 学 校 の 専

門 課 程 （ 専 門 士 の 称 号 が 付 与 さ れ て い る 課 程 ）、 短 期 大 学 又 は 高 等 専 門 学 校

の 専攻 科 に おけ る 学 修そ の 他 文部 科 学 大臣 が 別 に定 め る 学修 を 、教 授 会 の 審

議 を経 て 、学 長が 本 学に お け る授 業 科 目の 履 修 とみ な し 、単位 を 与え る こ と

が でき る 。  
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２  前 項 に より 与 え るこ と が でき る 単 位数 は 、前条 第 １ 項に よ り 修得 し た と み

な した 単 位 数と 合 わ せて ３ ０ 単位 を 超 えな い も のと す る 。  

（ 本学 で の 履修 以 外 で修 得 し た単 位 数 の限 度 ）

第 ３ ２ 条 第 ２ ９ 条 、 第 ３ ０ 条 及 び 第 ３ １ 条 の 規 定 に よ り 修 得 し た 単 位 数 は 、

合 計で ４ ５ 単位 を 超 えな い も のと す る 。

（ 外国 人 留 学生 等 に 関す る 履 修方 法 の 特例 ）  

第 ３ ３ 条  外 国 人 留 学 生 及 び 帰 国 子 女 が 第 ２ １ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 授 業 科 目

の 単位 を 修 得し た と きは 、こ れら の 単 位を も っ て第 ２ １ 条第 ２ 項 に規 定 す る

授 業科 目 の 単位 に 代 える こ と がで き る 。  

２  前 項 の 規定 の 実 施に 関 し て必 要 な 事項 に つ いて は 、 別に 定 め る。

第 ６章 卒業 等

（ 卒業 要 件 ）  

第 ３４ 条  本学 を 卒 業す る た めに は 、学 生 は ２ 年以 上 在 学し 、各 学科 で 定 める

次 の単 位 を 取得 し な けれ ば な らな い 。

（ １） 子 ど も学 科  

教 養科 目 に つい て は ８単 位 以 上 、専 門 科目 に つ いて は 保 育の 本 質・目 的

か ら６ 単 位 以上 、保 育の 対 象 の理 解 か ら３ 単 位 以上 、保 育の 内 容 と方 法 か

ら ６単 位 以 上 、保 育 展開 の た めの 知 識・技術 か ら４ 単 位 以上 、卒 業研 究 ２

単 位を 含 め 、総 計 ６ ２単 位 。  

（ 卒  業 ）  

第 ３５ 条  本学 に ２ 年以 上 在 学し 、本 学則 に 定 める 授 業 科目 及 び 単位 数 を 修 得

し た者 に つ いて は 、 教授 会 の 審議 を 経 て、 学 長 が卒 業 を 認定 す る 。  

２  前 条 の 要 件 を 満 た し た 者 が 、 卒 業 延 期 を 願 い 出 た 場 合 、 学 長 は 、 教 授 会 の 審

議 を 経 て 、 こ れ を 許 可 す る こ と が で き る 。

３  卒 業 延 期 に 関 し 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。

（ 短期 大 学 士の 学 位 ）

第 ３６ 条 前条 に よ り卒 業 し た者 に は 、教授 会 の審 議 を 経て 、次 の区 分 に 従い 、

学 長が 短 期 大学 士 の 学位 を 授 与す る 。

学  科

子 ども学 科

学  位  

短 期 大 学 士 (子 ども学 ) 
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（ 資格 の 取 得）

第 ３ ７ 条 本 学 に お い て 取 得 す る こ と が で き る 資 格 及 び 免 許 状 の 種 類 は 次 の

と おり と す る。

学 科名  資 格及 び 免 許状 の 種 類

子 ども 学 科  幼 稚園 教 諭 二種 免 許 状、 保 育 士、

キ ャン プ イ ンス ト ラ クタ ー 、 社会 福 祉 主事 任 用 資格 、

２

３

４

５

６

知 的 障 害 者 福 祉 司 任 用 資 格

 幼 稚 園 教 諭 二 種 免 許 状 を 取 得 し よ う と す る 者 は 、教 育 職 員 免 許 法 お よ び 教

育 職 員  免  許 法 施  行  規 則 の  規  定 す る  授  業 科 目  に  つ い て  必  要 な 単  位  を 修

得 し な け れ ば な ら な い 。（ 授 業 科 目 名 ・ 単 位 数 は 別 表 ２ ）  

　 保 育 士 の 資 格 を 取 得 し よ う と す る 者 は 、児 童 福 祉 法 施 行 規 則 第 ６ 条 の ２

第 １ 項 第 ３ 号 の 指 定 保 育 士 養 成 施 設 の 修 業 科 目 及 び 単 位 数 並 び に 履 修 方

法 の 規 定 す る 授 業 科 目 に つ い て 必 要 な 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。

（ 授 業 科 目 名 ・ 単 位 数 は 別 表 ３ ）  

キ ャ ン プ イ ン ス ト ラ ク タ ー の 資 格 を 取 得 し よ う と す る 者 は 、日 本 キ ャ ン

プ 協 会 の キ ャ ン プ イ ン ス ト ラ ク タ ー 認 定 に 関 す る 規 程 に 定 め ら れ た 科 目

及 び 単 位 数 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

　 社 会 福 祉 主 事 任 用 資 格 を 取 得 し よ う と す る 者 は 、学 則 第 ３ ４ 条 の 卒 業 要

件 を 充 足 し 、社 会 福 祉 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に も と づ き 、厚 生 労

働  大 臣 の 定 め た 修 業 科 目 及 び 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

知 的 障 害者 福 祉 司任 用 資 格を 取 得 しよ う と する 者 は、学 則 第 ３４ 条 の 卒 業

要 件を 充 足 し 、知 的 障害 者 福 祉法 第 １ ４条 第 ２ 号の 規 定 にも と づ き 、厚 生 労

働 大臣 の 定 めた 修 業 科目 及 び 単位 を 修 得し な け れば な ら ない 。  
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第 ７章 入学 検 定 料、 入 学 金、 お よ び学 納 金 等

（ 入学 検 定 料、 入 学 金お よ び 学納 金 等 ）

第 ３８ 条 入 学 検 定 料 、入 学 金 および学 納 金 等 の額 は、別 表 第 ６のとおりとする。 

２ 入 学 金 は、第 １ ３条 第 １ 項に 規 定 する 入 学 手続 き を 行う と き に指 定 す る 期

日 まで に 納 付し な け れば な ら ない 。

３  学 納 金 は 、毎 年 これ を 前 期 、後 期 の２ 回 に 分け て 指 定す る 期 日ま で に 納入

し なけ れ ば なら な い 。  

（ 学納 金 の 免除 、 徴 収の 猶 予 また は 分 納）  

第 ３８ 条 の ２  特 別 の事 情 が ある と 認 めた も の につ い て は 、入 学 金 、学 納 金等

の 全部 ま た は一 部 を 免除 し 、徴 収を 猶 予し 、ま たは 分 納 を許 可 す るこ と が あ

る 。  

（ 退学 等 の 場合 の 学 納金 等 ）

第 ３９ 条 前期 ま た は後 期 の 途中 に お いて 退 学 した 者 、転 学 し た 者ま た は 除 籍

さ れた 者 は 、当 該 学 期の 学 納 金等 を 全 額納 入 し なけ れ ば なら な い 。

２  停 学 の 場合 は 、 その 期 間 中の 学 納 金を 納 入 しな け れ ばな ら な い。

（ 休学 の 場 合の 学 納 金等 ）  

第 ４０ 条  休学 を 許 可さ れ 又 は命 ぜ ら れた 者 に つい て は 、休 学 期 間中 の 学 納 金

等 を免 除 す る 。た だ し学 期 中 途の 場 合 、当該 学 期分 の 学 納金 等 は 納付 し な け

れ ばな ら な い。  

（ 復学 の 場 合の 学 納 金等 ）

第 ４１ 条 学期 の 中 途に お い て復 学 し た者 は 、復 学 し た 当該 学 期 分の 学 納 金 等

を 復学 し た 月の 末 日 まで に 納 付し な け れば な ら ない 。

（ 学年 の 中 途で 卒 業 する 場 合 の学 納 金 等）

第 ４２ 条 学年 の 中 途で 卒 業 する 見 込 みの 者 は、卒 業 す る見 込 み の当 該 学 期 ま

で の学 納 金 等を 納 付 する も の とす る 。

（ 入学 を 辞 退す る 場 合の 入 学 金）

第 ４３ 条 入学 手 続 き完 了 後 入学 を 辞 退す る 者 の入 学 金 につ い て は、こ れ を 還
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付 しな い 。

第 ８章 教職 員 組 織

（ 教職 員 組 織）

第 ４４ 条 本 学 に 学 長 、 教 授 、 事 務 職 員 、 を 置 く 。

２ 前 項 の ほ か 、副 学 長 、短 期 大 学 部 長（ 以 下 、「 学 部 長 」と い う 。）、学 科 長 、准

教 授 、 講 師 、 助 教 、 助 手 、 そ の 他 必 要 な 職 員 を 置 く こ と が で き る 。

３ 学 長 は 本学 を 代 表し 、 校 務を つ か さど り 、 所属 職 員 を統 督 す る。  

４ 副 学 長 は、 学 長 を補 佐 し 、命 を 受 けて 校 務 をつ か さ どる 。  

５ 学 部 長 は 、 短 期 大 学 部 に 関 す る 校 務 を つ か さ ど り 、 所 属 職 員 を 監 督 す る 。

６ 学 科 長 は、 当 該 学科 に 関 する 校 務 をつ か さ どり 、 所 属職 員 を 監督 す る 。  

７ 教 授 、准 教 授 、講 師 及 び 助教 は 、教 育・研 究に 従 事 し、学 生 の指 導 に 当た

り 、学 部 ・ 学科 の 管 理運 営 に 参画 す る 。

８ 助 手 は 、教 育 研 究の 円 滑 な実 施 に 必要 な 業 務に 従 事 する 。

９ そ の 他 、教 職 員 組織 に 関 し必 要 な 事項 は 、 別に 定 め る。  

第 ９章 教授 会

（ 教授 会 ）

第 ４５ 条 本学 に 教 授会 を 置 く。

２ 教 授 会 は、学 長 が次 に 掲 げる 事 項 につ い て 決定 を 行 うに 当 た り意 見 を 述 べ

る もの と す る。  

（ １） 学 生 の入 学 、 卒業 及 び 課程 の 修 了  

（ ２） 学 位 の授 与  

（ ３ ）前 二 号に 掲 げ るも の の ほか 、教 育研 究 に 関す る 重 要な 事 項 で 、教 授 会

の 意見 を 聴 くこ と が 必要 な も のと し て 学長 が 定 める も の

３  教 授 会 は 、前 項 に規 定 す るも の の ほか 、学 長が つ か さど る 教 育研 究 に 関す

る 事項 に つ いて 審 議 し、及 び 学長 の 求 めに 応 じ 、意 見 を 述べ る こ とが で き る 。 

（ 教授 会 の 構成 ）

第 ４６ 条 教授 会 は 、教 授 、 准教 授 、 講師 、 助 教を も っ て組 織 す る。

（ 教授 会 の 成立 要 件 ）

第 ４７ 条 教授 会 は 、構 成 員 の３ 分 の ２以 上 の 出席 が な けれ ば 開 催す る こ と が
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で きな い 。

（ その 他 ）

第 ４８ 条  本章 に 定 める も の のほ か 、教 授会 に 関し 、必 要な 事 項 は別 に 定 める 。 

第 １０ 章 科目 等 履 修生 、 特 別聴 講 学 生及 び 外 国人 留 学 生

（ 科目 等 履 修生 ）  

第 ４９ 条  本学 の 授 業科 目 の 履修 を 希 望す る 者 があ る と きは 、本 学の 教 育 に 支

障 がな い 限 りに お い て 、教 授 会の 審 議 を経 て 、学 長が 科 目等 履 修 生と し て 履

修 を許 可 す るこ と が ある 。  

２  科 目 等 履修 生 に つい て 必 要な 事 項 は別 に 定 める 。

（ 特別 聴 講 学生 ）

第 ５０ 条  本学 の 授 業科 目 の 履修 を 希 望す る 者 があ る と きは 、本 学の 教 育 に 支

障 がな い 限 りに お い て特 別 聴 講学 生 と して 、教 授会 の 審 議を 経 て、学 長 が 履

修 を許 可 す るこ と が ある 。  

２  特 別 聴 講学 生 に 関す る 規 程は 、 別 に定 め る 。

（ 外国 人 留 学生 ）

第 ５ １ 条 外 国 人 で 、 短 期 大 学 等 に お い て 教 育 を 受 け る 目 的 を も っ て 入 国 し 、

本 学に 入 学 を志 願 す る者 が あ ると き は 、選考 の 上 、教 授 会の 審 議 を経 て 、学

長 が外 国 人 留学 生 と して 入 学 を許 可 す るこ と が ある 。  

２ 外 国 人 留学 生 に つい て 必 要な 事 項 は別 に 定 める 。

第 １１ 章 賞 罰

（ 表 彰 ）

第 ５２ 条 学生 と し て表 彰 に 値す る 行 為が あ っ た者 は 、 学長 が 表 彰す る 。

２ 表 彰 に 関す る 必 要な 事 項 は別 に 定 める 。

（ 懲  戒 ）

第 ５３ 条 本学 の 規 則に 違 反 し、又 は 学生 と し ての 本 分 に反 す る 行為 を し た 者

は 、学 長 が 懲戒 す る 。

２ 前 項 の 懲戒 の 種 類は 、 退 学、 停 学 及び 訓 告 とす る 。  

３ 前 項 の 退学 は 次 の各 号 の １に 該 当 する 学 生 に対 し て 行う 。
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（ １） 性 行 不良 で 改 善の 見 込 みが な い と認 め ら れる 者  

（ ２） 学 業 不振 で 成 業の 見 込 みが な い と認 め ら れる 者  

（ ３） 正 当 な理 由 が なく 出 席 常で な い 者  

（ ４） 本 学 の秩 序 を 乱し 、 そ の他 学 生 とし て の 本分 に 著 しく 反 し た者

４ 懲 戒 に 関す る 必 要な 事 項 は別 に 定 める 。

第 １２ 章 厚 生 施 設

（ 健康 管 理 ）  

第 ５４ 条  学生 は 、定 期 的 に 行う 健 康 診断 を 受 ける ほ か 、随 時 健 康診 断 を 受け

て 、疾 病 の 予防 と 健 康の 増 進 につ と め なけ れ ば なら な い 。  

２  厚 生 並 び に 保 健 に 関 す る 施 設 お よ び そ の 利 用 方 法 に つ い て は 、 別 に 定

め る 。

第 １３ 章 公 開 講 座

（ 公開 講 座 ）  

第 ５５ 条  社会 人 の 教養 を 高 め 、文 化 の向 上 に 資す る た め 、本 学 に公 開 講 座を

開 設す る こ とが で き る。  

２  講 座 の 内容 に 応 じ 、教 授 会の 審 議 を経 て 、学 長 が 受 講者 を 第 ５１ 条 の 科目

等 履修 生 に 準ず る 者 とみ な し 、単 位 を 与え る こ とが で き る。

第 １４ 章 改 正

（ 改  正 ）

第 ５６ 条  本学 則 の 改正 は 、教 授 会 の 審議 を 経 て 、学 長 が決 定 し 理事 会 の 承認

を 得る 。

附  則  

本 学則 は 、 昭和 ４ １ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ４２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５１ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５３ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５４ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。
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本 改正 学 則 は、 昭 和 ５５ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５６ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５７ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５８ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５９ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ６０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ６０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 昭 和 ６２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

本 改正 学 則 は、 平 成 元年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

た だし 、第 ４条 の 規 程に か か わら ず 平 成２ 年 度 から 平 成 １１ 年 度 まで の 国

文 科、 英 文 科の 入 学 定員 及 び 学生 収 容 定員 は 次 のと お り とす る 。  

な お、 平 成 ２年 度 以 降か ら 入 学し た 者 に適 用 す る。

区 分
 平 成 ２ 年 度  平成 3年度～平成 10 年度  平 成 １ １ 年 度 

入 学定 員 収容定員 入 学定 員 収容定員 入 学定 員 収容定員 

 国 文 科  １ ３ ０  ２ ３ ０  １ ３ ０  ２ ６ ０  １ ０ ０  ２ ３ ０

 英 文 科  １ ０ ０  １ ７ ０  １ ０ ０  ２ ０ ０   ７ ０  １ ７ ０

本 改正 学 則 は、 平 成 ３年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

本 改正 学 則 は、 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

本 改正 学 則 は、 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

本 改正 学 則 は、 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

本 改正 学 則 は、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

本 改正 学 則 は、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

本 改正 学 則 は、 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。

な お、こ の 学則 は 平 成９ 年 度 の入 学 者 から 適 用 し、現 に 在学 す る 学生 に は 、

従 前の 学 則 とす る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成 10 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １１ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

た だし 、第 ４条 の 規 定に か か わら ず 平 成１ １ 年 度か ら 平 成１ ２ 年 度ま で の

国 文科 、 英 文科 の 入 学定 員 及 び収 容 定 員は 次 の とお り と する 。  

区 分
 平 成 １ １ 年 度  平 成 １ ２ 年 度 

入 学定 員 収 容定 員 入 学定 員 収 容定 員

 国 文 科  １ ３ ０  ２ ６ ０  １ ０ ０  ２ ３ ０ 

 英 文 科  １ ０ ０  ２ ０ ０  ７ ０  １ ７ ０ 

な お、 平 成 １１ 年 度 以降 か ら 入学 し た 者に 適 用 する 。

本 改正 学 則 は、 平 成 １２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  
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た だし 、第 ４条 の 規 定に か か わら ず 平 成１ ２ 年 度か ら 平 成１ ６ 年 度ま で の

国 文科 、 英 文科 の 入 学定 員 及 び収 容 定 員は 次 の とお り と する 。  

区 分
 平 成 １ ２ 年 度  平 成 １ ３ 年 度  平 成 １ ４ 年 度 

入 学 定 員 収 容定 員 入 学 定 員 収 容定 員 入 学 定 員 収 容定 員

 国 文 科   １ ２ ８  ２ ５ ８  １ ２ ８  ２ ５ ６  １ ２ ６  ２ ５ ４ 

英 文 科  １ ０ ０  ２ ０ ０   ９ ８  １ ９ ８   ９ ８  １ ９ ６ 

区 分
 平 成 １ ５ 年 度  平 成 １ ６ 年 度  平 成 １ ７ 年 度 

入 学 定 員 収 容定 員 入 学 定 員 収 容定 員 入 学 定 員 収 容定 員

 国 文 科   １ ２ ６  ２ ５ ２  １ ２ ５  ２ ５ １  １ ０ ０  ２ ２ ５ 

 英 文 科   ９ ６  １ ９ ４   ９ ５  １ ９ １   ７ ０  １ ６ ５ 

な お、 平 成 １２ 年 度 以降 か ら 入学 し た 者に 適 用 する 。

本 改正 学 則 は、 平 成 １３ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成１ ３ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １３ 年 １ ０月 １ 日 から 施 行 する 。  

な お、こ の 学則 は 平 成１ ４ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １４ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成１ ４ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １５ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成１ ５ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １６ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

区 分
平 成１ ６ 年 度 平 成１ ７ 年 度

入 学定 員  収 容定 員 入 学定 員 収 容定 員

 国 文 科  １０ ０  ２２ ６ １ ００ ２ ０ ０

 英 文 科 ７ ０  １６ ６ ７ ０ １ ４ ０

な お、こ の 学則 は 平 成１ ６ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、  

１ ．平成 １ ７年 ４ 月 １日 よ り 施行 す る 。なお 、こ の学 則 は平 成 １ ７年 度 の

入 学生 よ り 適用 す る 。  

２ ．国文 科 、英文 科 、幼児 教 育科 は 、改 正後 の 学則 第 ４ 条の 規 定 にか か わ

ら ず、平 成 １８ 年 ３ 月３ １ 日 に当 該 学 科に 在 学 する 者 が 当該 学 科 に在 学 し

な くな る ま での 間 、 存続 す る もの と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １８ 年 １ 月１ 日 よ り施 行 す る。

な お、第 １ ０章 の 章 名及 び 第 ５２ 条 に つい て は 、平 成 １ ８年 ４ 月 １日 よ り
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施 行す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １９ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。

な お、別 表 第５「 １．入 学 検 定料 」に つい て は、平 成 １ ８年 １ ０ 月１ 日 よ

り 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２０ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２１ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ １ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２２ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ２ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２３ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ３ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２４ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ４ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２５ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ５ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２６ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ６ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２７ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、現 に 在学 す る 学生 は 、学 則 第 ２ １条 、第 ３６ 条 、第 ３ ９ 条、別 表 第

１ 及び 別 表 第３ に 関 して は 従 前の 学 則 とす る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２８ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ８ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２９ 年 ２ 月２ ０ 日 から 施 行 する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２９ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成２ ９ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ３０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、こ の 学則 は 平 成３ ０ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、現 に在 学 す る学 生 に

は 、従 前 の 学則 と す る。  

 この改 正 学 則 は、平 成 ３１年 ４月 １日 から施 行 する。 

なお、この学 則 は、平 成 ３１年 度 の入 学 者 から適 用 し、現 に在 学 する学 生 には、従 前
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の学 則 とする。 

 この改 正 学 則 は、令 和 ２年 ４月 １日 から施 行 する。 

なお、この学 則 は、令 和 ２年 度 の入 学 者 から適 用 し、現 に在 学 する学 生 には、従 前 の

学 則 とする。 

 この改 正 学 則 は、令 和 ３年 ４月 １日 から施 行 する。 

なお、この学 則 は、令 和 ３年 度 の入 学 者 から適 用 し、現 に在 学 する学 生 には、従 前 の

学 則 とする。 

こ の改 正 学 則は 、 令 和４ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。

な お、令 和 ３年 度 に おい て 在 学し て い た学 生 は、学 則 第 ２１ 条、第 ３ ４ 条 、

第 ３７ 条 、 別表 第 １ 及び 別 表 第４ に 関 して は 従 前の 学 則 とす る 。  

この 改 正 学則 は 、 令和 ５ 年 ４月 １ 日 から 施 行 する 。

な お、 こ の 学則 は 、 令和 ５ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学 す る学 生 に

は 、 従 前 の 学 則 と す る 。  

　 こ の 改 正 学 則 は 、 令 和 ６ 年 ２ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。

こ の 改 正 学 則 は 、 令 和 ６ 年 ２ 月 １ ５ 日 に 制 定 し 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  か 

ら 施 行 す る 。

な お 、 こ の 学 則 は 、 令 和 ７ 年 度 の 入 学 者 か ら 適 用 し 、 現 に 在 学 す る 学 生 に

は 、 従 前 の 学 則 と す る 。  
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別表第１　子ども学科

区分 科　目　名
単位数

備　　考
必修 選択

教　
　
　

養　
　
　

科　
　
　

目

現 代 子 ど も 論 ２ 教養科目から
８単位以上基 礎 演 習 Ａ １

基 礎 演 習 Ｂ １
日 本 国 憲 法 ２
倫 理 学 ２
英 語 Ⅰ １
英 語 Ⅱ １
英語コミュニケーション ２
海 外 語 学 研 修 ２
スポーツサイエンスＡ １
スポーツサイエンスＢ １
情 報 処 理 基 礎 ２
キ ャ ン プ 概 論 １
野 外 活 動 １
基 礎 日 本 語 ２

専
　

門
　

科
　

目

保
育
の
本
質
・
目
的

教 育 原 理 ２ 保育の本質･目
的から６単位
以上保 育 原 理 ２

教 育 制 度 ２
社 会 福 祉 ２
子ども家庭福祉 ２
保育者の職務と意義 ２
特 別 支 援 教 育 １
保育カリキュラム論 ２
社 会 的 養 護 Ⅰ ２
子ども家庭支援 ２

保
育
の
対
象
の
理
解

発 達 心 理 学 ２ 保育の対象の
理解から３単
位以上子どもの理解と援助 １

子ども家庭支援の心理学 ２
子 ど も の 保 健 ２
子どもの健康と安全 １
子どもの食と栄養Ⅰ １
子どもの食と栄養Ⅱ １

保
育
の
内
容
と
方
法

幼 児 と 健 康 １ 保育の内容と
方法から６単
位以上幼児と人間関係 １

幼 児 と 環 境 １
幼 児 と 言 葉 １
幼 児 と 表 現 １
保育内容（健康）の指導法 １
保育内容（人間関係）の指導法 １
保育内容（環境）の指導法 １
保育内容（言葉）の指導法 １
保育内容（表現）の指導法 １

区分 科　目　名
単位数

備　　考
必修 選択

専

門

科

目

保
育
の
内
容
と
方
法

保育内容総論Ⅰ １
保育内容総論Ⅱ １
子どもと運動遊び １
子どもと音遊び １
子どもと造形遊び １
教 育 方 法 論 ２
教育の方法と技術 ２
教 育 相 談 ２
乳 児 保 育 Ⅰ ２
乳 児 保 育 Ⅱ １
障 害 児 保 育 ２
社 会 的 養 護 Ⅱ １
子 育 て 支 援 １

保
育
展
開
の
た
め
の
知
識
・
技
術

音 楽 の 基 礎 Ａ １ 保育展開のた
めの知識･技術
から４単位以上音 楽 の 基 礎 Ｂ １

子どもの遊びと体験 １
社会的養護の展開 ２
子 ど も の 生 活 １
児 童 文 化 １
保 育 の 表 現 １
音 楽 の 応 用 １
音 楽 の 発 展 １
合 唱 ２
合 奏 ２
器 楽 １

保

育

実

践

教 育 実 習 Ⅰ ２
教 育 実 習 Ⅱ ２
保 育 実 習 Ⅰ Ａ ２
保 育 実 習 Ⅰ Ｂ ２
保 育 実 習 Ⅱ Ａ ２
保 育 実 習 Ⅱ Ｂ ２
教育実習指導Ⅰ １
教育実習指導Ⅱ １
保育実習指導ⅠＡ １
保育実習指導ⅠＢ １
保育実習指導ⅡＡ １
保育実習指導ⅡＢ １

保育･教職実践演習（幼稚園） ２

卒業
研究

卒 業 研 究 Ⅰ １ ２単位
卒 業 研 究 Ⅱ １
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別表第２　幼稚園教諭二種免許状【子ども学科】
１．基礎資格「短期大学士の学位」を取得
２．教員免許状取得に必要な科目と単位

免許法施行規則に定める科目区分等
対応する本学開設授業科目

単位数
備　考

各科目に含めることが必要な事項 単位数 必修 選択

領域及び保
育内容の指
導法に関す
る科目

・領域に関する専門的事項

12

幼児と健康 １

幼児と人間関係 １

幼児と環境 １

幼児と言葉 １

幼児と表現 １

・保育内容の指導法
 （情報機器及び教材の活用を含む｡）

保育内容（健康）の指導法 １

保育内容（人間関係）の指導法 １

保育内容（環境）の指導法 １

保育内容（言葉）の指導法 １

保育内容（表現）の指導法 １

保育内容総論Ⅰ １

保育内容総論Ⅱ １

教育の基礎
的理解に関
する科目　　

・ 教育の理念並びに教育に関する歴
史及び思想

６

教育原理 ２

・ 教職の意義及び教員の役割･職務
内容（チーム学校運営への対応を
含む｡）

保育者の職務と意義 ２

・ 教育に関する社会的､ 制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む｡）

教育制度 ２

・ 幼児､ 児童及び生徒の心身の発達
及び学習の過程 発達心理学 ２

・ 特別の支援を必要とする幼児､ 児
童及び生徒に対する理解 特別支援教育 １

・ 教育課程の意義及び編成の方法（カ
リキュラム･マネジメントを含む｡） 保育カリキュラム論 ２

道徳､ 総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導､ 教
育相談等に
関する科目

・ 教育の方法及び技術（情報機器及
び教材の活用を含む｡）

４

教育の方法と技術 ２

教育方法論 ２

・幼児理解の理論及び方法 子どもの理解と援助 １
・ 教育相談（カウンセリングに関する
基礎的な知識を含む｡）の理論及び
方法

教育相談 ２

教育実践に
関する科目

・教育実習 ５

教育実習指導Ⅰ １

教育実習指導Ⅱ １

教育実習Ⅰ ２

教育実習Ⅱ ２

・教職実践演習 ２ 保育･教職実践演習（幼稚園） ２

大学が独自
に設定する
科目

２

子どもと運動遊び １

子どもと音遊び １

子どもと造形遊び １

音楽の基礎Ａ １

音楽の基礎Ｂ １

子どもの遊びと体験 １
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その他の科目（教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目と単位）

免許法施行規則第66条の６に定める科目 単位数 対応する本学開設授業科目 単位数 備　考必修 選択
日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２

体育 ２
スポーツサイエンスＡ １

スポーツサイエンスＢ １

外国語コミュニケーション ２ 英語コミュニケーション ２

情報機器の操作 ２ 情報処理基礎 ２
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別表第３　保育士【子ども学科】

区分 系列 教科目 指定授
業形態

指　定
単位数 教　科　目　名 授業形態 単位数 時間数 備　　考

告
示
に
よ
る
教
科
目

教　

養　

科　

目

外国語、体育以外の科目 不問 ６単位　
以上

現代子ども論 講義 2 30 外 国 語、
体育以外
の科目か
ら６単位
以上

基礎演習Ａ 演習 1 30
基礎演習Ｂ 演習 1 30
日本国憲法 講義 2 30
倫理学 講義 2 30
情報処理基礎 演習 2 30

外国語 演習 ２単位　
以上

英語Ⅰ 演習 1 30
英語Ⅱ 演習 1 30
英語コミュニケーション 演習 2 30

体育
講義 １ スポーツサイエンスＡ 講義・実技 1 30

２単位
実技 １ スポーツサイエンスＢ 講義・実技 1 30

告

示

別

表

第

１

に

よ

る

教

科

目

保
育
の
本
質
・
目
的
に

関
す
る
科
目

保育原理 講義 2 保育原理 講義 2 30 告示別表
第１によ
る教科目
52単位

教育原理 講義 2 教育原理 講義 2 30
子ども家庭福祉 講義 2 子ども家庭福祉 講義 2 30
社会福祉 講義 2 社会福祉 講義 2 30
子ども家庭支援論 講義 2 子ども家庭支援 講義 2 30
社会的養護Ⅰ 講義 2 社会的養護Ⅰ 講義 2 30
保育者論 講義 2 保育者の職務と意義 講義 2 30

保
育
の
対
象
の

理
解
に
関
す
る
科
目

保育の心理学 講義 2 発達心理学 講義 2 30
子ども家庭支援の心理学 講義 2 子ども家庭支援の心理学 講義 2 30
子どもの理解と援助 演習 1 子どもの理解と援助 演習 1 30
子どもの保健 講義 2 子どもの保健 講義 2 30

子どもの食と栄養 演習 2
子どもの食と栄養Ⅰ 演習 1 30
子どもの食と栄養Ⅱ 演習 1 30

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保育の計画と評価 講義 2 保育カリキュラム論 講義 2 30
保育内容総論 演習 1 保育内容総論Ⅰ 演習 1 30

保育内容演習 演習 5

幼児と健康 演習 1 30
幼児と人間関係 演習 1 30
幼児と環境 演習 1 30
幼児と言葉 演習 1 30
幼児と表現 演習 1 30

保育内容の理解と方法 演習 4

保育内容（健康）の指導法 演習 1 30
保育内容（人間関係）の指導法 演習 1 30
保育内容（環境）の指導法 演習 1 30
保育内容（言葉）の指導法 演習 1 30
保育内容（表現）の指導法 演習 1 30

乳児保育Ⅰ 講義 2 乳児保育Ⅰ 講義 2 30
乳児保育Ⅱ 演習 1 乳児保育Ⅱ 演習 1 30
子どもの健康と安全 演習 1 子どもの健康と安全 演習 1 30
障害児保育 演習 2 障害児保育 演習 2 30
社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護Ⅱ 演習 1 30
子育て支援 演習 1 子育て支援 演習 1 30

保
育
実
習

保育実習Ⅰ 実習 4
保育実習ⅠＡ 実習 2 90
保育実習ⅠＢ 実習 2 90

保育実習指導Ⅰ 演習 2
保育実習指導ⅠＡ 演習 1 30
保育実習指導ⅠＢ 演習 1 30

総合
演習 保育実践演習 演習 2 保育・教職実践演習（幼稚園） 演習 2 30
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区分 系列 教科目 指定授
業形態

指　定
単位数 教　科　目　名 授業形態 単位数 時間数 備　　考

告
示
別
表
第
２
に
よ
る
教
科
目

保育の本質・目的に関する科目

15

単

位

以

上

社会的養護の展開 講義 2 30 ６単位以上
教育制度 講義 2 30

保育の対象の理解に関する科目

保育の内容・方法に関する科目

子どもと運動遊び 演習 1 30
子どもと音遊び 演習 1 30
子どもと造形遊び 演習 1 30
子どもの生活 演習 1 30
児童文化 演習 1 30
保育の表現 演習 1 30
教育方法論 講義 2 30
教育の方法と技術 講義 2 30
保育内容総論Ⅱ 演習 1 30
特別支援教育 演習 1 30

保育実習

実習 2 保育実習ⅡＡ 実習 2 90 どちらか一
方を選択実習 2 保育実習ⅡＢ 実習 2 90

演習 1 保育実習指導ⅡＡ 演習 1 30 どちらか一
方を選択演習 1 保育実習指導ⅡＢ 演習 1 30
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別表第４

１．入学検定料　　　 30,000円
ただし、大学入学共通テストを利用した場合15,000円

２．入　学　金　　　 280,000円
 納付期限は、合格発表の日から本学の指定する入学手続完了日時までと
する。

３．学　納　金
⑴ 授業料等

項　　目
子ども学科

前　期 後　期
授 業 料 310,000円 310,000円
教 育 充 実 費 71,000円 71,000円
施 設 拡 充 費 97,500円 97,500円
実 験 実 習 費 35,000円 35,000円
合　計 478,500円 478,500円

※入学年度の学納金額は卒業年度まで据え置きとする。

⑵ 授業料等の納付期限

前 期 分 ４月１日～４月20日まで

後 期 分 10月１日～10月20日まで

⑶ 卒業延期者の納付金

項 目 在　籍　料

前期（半年） 30,000円

後期（半年） 30,000円

※学則第40条２に該当する学生に適用する。

４ ．納入期限に関わらず、再入学・転入学・編入学の場合の入学金及び学納金、復学・転学科
の場合の学納金の納付期限は、本学が別に指定する手続完了日までとする。
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学則変更の事由および変更点 

 

（1）変更事項を記載した書類 

  東北文教大学短期大学部子ども学科の入学定員を 100人から 70人に減員し、収容定員

を 200人から 140人に変更する。 

 

（2）学則変更部分の新旧対照表 

  

新 学 則 旧 学 則 

（学科及び学生定員） 

第４条 本学において設置する学科及び学

生定員は次のとおりとする。 

 

  学  科     入学定員    収容定員 

子ども学科   ７０名    １４０名 

               

（学科及び学生定員） 

第４条 本学において設置する学科及び学

生定員は次のとおりとする。 

 

  学  科     入学定員    収容定員 

子ども学科  １００名    ２００名 

現代福祉学科    ３０名     ６０名 

             

附 則 

   省略 

この改正学則は、令和 6年 2月 15日制定し 

令和 7年 4月 1日から施行する。 

 なお、この学則は、令和 7年度の入学者か

ら適用し、現に在学する学生には、従前の学

則とする。 

附則 

    省略 
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目次 

 

（1）学則変更（収容定員変更）の内容 ・・・・・・・・・・・p.2 

（2）学則変更（収容定員変更）の必要性 ・・・・・・・・p.2 

（3）学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程の変更内容 ・・p.2
   

user
タイプライターテキスト
‐学則変更の趣旨等-1‐

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト



 

 

５． 学則の変更の趣旨等を記載した書類 

 

（1）学則変更（収容定員変更）の内容  

 令和 7年 4月より、子ども学科の入学定員を、100人から 70人に減員し、収容定

員を 200人から 140人に変更する。 

 

（2）学則変更（収容定員変更）の必要性 

  東北文教大学短期大学子ども学科の入学定員充足率は、2022年度以降 100％を下

回る状況が続いており、2024年度については 46％と入学定員を充足することが難し

い状況となっている。現在、この現状の改善を図るべく、カリキュラムの充実や検

討などの努力を行っているが、入学定員の見直しを行い定員の適正化をはかること

で、よりきめ細やかな指導を行うことができる。 

 

（3）学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程の変更内容 

  今回の変更は、入学及び収容定員を減じるものであり、教育課程、教育方法及び

履修指導方法、教員組織、大学全体の施設・設備に変更はない。そのため、従前の

教員数でよりきめ細やかな指導が可能となり、変更前と比較して同等以上の内容が

担保されている。 

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト
‐学則変更の趣旨等-2‐

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト



-学生確保の見通し－1- 

 

6. 学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

（1）新設組織の概要 

 ①新設組織の概要 

新設組織 入学定員 収容定員 所在地 

東北文教短期大学部 

子ども学科 

70 140 山形県山形市片谷地 515 

 ※当該組織は、入学定員を 100人から 70人、したがって収容定員を 200人から 140

人へ変更する組織である。 

 

 ②新設組織の特色 

  当該組織は、学位として短期大学士（子ども学）を授与し、保育を総合的・多角的に 

とらえることのできる保育者を養成している。 

  多様性を持った現代の子どもたちに接する上では、一つの視点や価値観では推し量れ 

ない部分があり、多角的な視野と高い専門性に裏付けられた思考と判断をもって総合的 

に関わることが求められている。そのため、子ども学科ではカリキュラムの構成を工夫 

し、実習と授業を関連づけて学べるように「実習を核とする総合的カリキュラム」を謳 

っている。具体的には、実習の事前・事後指導で、保育の基礎や保育内容を学ぶ科目と 

の連携を重視している。子どもの姿に基づく保育計画、子どもに寄り添った保育実践、 

実践を振り返っての保育や子どもの理解の改善・修正というサイクルを廻す総合的実践 

力のある保育者養成を目指している。 

 また、併設大学に小学校教諭、保育者を養成する学科があり、編入学の選択肢にもな 

っている。 

 

関連既設組織 入学定員 3年次編入 

学定員 

収容定員 所在地 

東北文教大学 

子ども教育学科 

70 5 290 山形県山形市片谷地 515 

 

（２）人材需要の社会的な動向等 

 ①新設組織で養成する人材の全国的、地域的、社会的動向の分析 

  子どもは一人ひとり違う人格や個性を持ち、育ちの段階もそれぞれである。このよう 

な多様な子どもたちに対し、個を活かす保育が現代の保育者には求められている。ま 

た、地域の子育て支援事業の多種・多様化により、子育て支援の場においても、高い人 

間性と社会性を兼ね備え、総合的実践力を有する保育者が求められている。本学では、
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「真に社会に貢献しうる実践的な人間の育成」を目的とし、子ども学科では「敬・ 

愛・信」の建学の精神に則り、未来をつくる子どもたちのために、保育・教育におけ 

る、豊かな人間性と社会性を兼ね備えた総合的実践力を有する人材の育成を目的として 

いる。 

 

 ②中長期的な 18歳人口等入学対象人口の全国的、地域的動向の分析 

  18歳人口は全国的に減少しており、2035年までに現在より 12万人ほど減少が見込ま 

れている。東北地方の減少率は全国的に見ても高く、入学者の確保は最重要課題となっ 

ている。さらに地方では、都市部への 18歳人口の流出も課題となっている。大学進学 

率は増加傾向にあるが、短期大学への進学率は減少傾向にある。一方で、短期大学入学 

者の地元残留率は上昇傾向にあり＊、地元就職を考える 18歳にとって、短期大学は進学 

先の候補に挙がりやすいと言える。子ども学科の過去 5年間の平均就職内定率は 99.5％ 

であり、求人状況も大幅に増えており、地域の人材需要はあると言える。 

 また、地域の子育て支援事業の多様化により、保育・教育現場における社会人の学び 

直しの機会、場所の確保が求められている。子ども学科では、毎年社会人経験者が学び 

直しの場として、本学科を選択し、入学している。 

 

＊出典：リクルート進学総研マーケットリポート 2023 

 

 ③新設組織の主な学生募集地域 

  従前から、子ども学科の入学者は、ほとんどが県内出身者で県外出身者は毎年数名程 

度である。入学時点から、地元就職を視野に入れた学生が多く、地域の保育現場の需要 

に応えていると言える。それを踏まえ、学生募集地域は県内がほとんどで、妥当性があ 

ると言える。 

 【添付データ】別紙１「新設組織が置かれる都道府県への入学状況」 

 

 ④既設組織の定員充足状況 

   2019年度の入学生が 103名であったが、これ以降は 100名を上回ることがなくなっ

た。近隣の保育士養成科をもつ短期大学でも同様の状況で、県内全体として、18歳人

口の減少、18歳人口の県外への流出と県外大学への進学率の上昇の影響が出ていると

言える。定員を削減することにより、これまで以上に学生一人一人の深い学びを保障

し、「人を敬い、人を愛し、人を信じる」といった建学の精神に基づく人間教育と、

より質の高い保育者養成の充実を目指す。質の高い教育を提供することで、地域に貢

献できる人材を養成し、さらには地域の需要にも応えていくことで、地域へ本学の人

間教育を認識させ入学者の確保につなげる。 

【添付データ】別紙２「既設学科等の入学定員・収容定員の充足状況（直近５年間）」 
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（３）学生確保の見通し 

①学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

ア 既設組織における取組とその目標 

  本学では、入試委員会や入試広報センター委員会を中心として学生確保の取り組みを

企画、実施している。広報活動においては、入学実績や地域、高校などの状況や特性を

踏まえ、担当や配付資料を決定している。 

  学生募集活動に関わる広報活動としては、年 2 回（7 月、12 月）の高等学校訪問、6

月の高校教員対象入試説明会の実施、学外での各種入試説明会への参加、オープンキャ

ンパスの実施等がある。高等学校訪問は、7 月に県内を中心に例年約 50 校を訪問し、

12 月は一般入試の対象校を中心に県内外 30 校程度を訪問している。高校教員対象入試

説明会では、主に県内高校の進路指導担当教員が例年 30 校から参加している。 

  オープンキャンパスは、5 月に 1 回、7、8 月に 4～5 回実施している。 

当該の子ども学科では、令和６年５月実施のオープンキャンパスの来場者数が11名で

大学全体の参加者のうち約20％が子ども学科への参加者であった。オープンキャンパス

では、学科企画（教員による動きを取り入れた模擬授業、学生スタッフによるアイスブ

レーク、フリートーク等）を実施し、学科での学びや学生生活が想像できるように工夫

をしている。 

併設大学の子ども教育学科では、オープンキャンパスの来場者数が20名で大学全体の

参加者のうち約40％が子ども教育学科への参加者であった。（令和6年5月実施）オープ

ンキャンパスでは、学科企画（教員による模擬授業、学生スタッフによるアイスブレー

ク、フリートーク等）を実施し、教員や在校生と距離の近い企画を実施することで、入

学者の確保につなげている。令和5年度はオープンキャンパス参加者のうち、54.6％が

実際に入学をしている。 

 また、大学ホームページやSNS等で随時情報を発信している。さらに、広報誌「To 

Be !」をWebマガジン化し、学生達のキャンパスライフや学内外での活動、教員の研究

活動等を紹介し、本学への理解が深まる情報を発信している。 

 

【添付データ】別紙３「既設学科等の学生募集のためのPR 活動の過去の実績」 

 

イ 新設組織における取組とその目標 

  子ども学科では、「①入試に向けた広報活動」、「②小中高への出前授業」を継続して

いるほか、令和 6 年度からは「③山形市民間立保育園・認定こども園協議会との連携」

を図り、定員充足の取り組みの強化を図る。 

「①入試に向けた広報活動」では、上記の①アに掲げた取り組みの中で、毎年の就職 

内定率 98%以上の実績や、東北文教大学人間科学部子ども教育学科への編入学、更には

大学院への進学など，多方面の進路が可能な特色をアピールする広報活動を行ってい



-学生確保の見通し－4- 

 

る。 

また、幼児保育の将来を担う若者に対し，保育の魅力を伝える広報事業として、「② 

小中高への出前授業」を実施している。また、系列校である東北文教大学山形城北高校

の 1 年生を対象とした企画である「Johoku Summer Challenge」の中で学科の学習体

験企画を実施しているほか、附属幼稚園を利用しての体験学習など系列校や域内高校か

らの進学を考えてもらう取り組みを行っている。 

更に「③山形市民間立保育園・認定こども園協議会との連携」により，中・高生や社 

会人向けのキャリアガイダンスにも積極的に参加し、職業人育成としての PR により、

本学への入学の誘導を図っている。 

 

ウ 当該取組の実績の分析結果に基づく，新設組織での入学者の見込み数 

「①入試に向けた広報活動」が直接的に入学者を獲得する取り組みであり、基本的に 

は全体の10割を見込んでいる。また、「②小中高への出前授業」は、「出前授業」を通し

てのＰＲ活動であり、この授業への参加者から毎年継続して入学者が得られてはいる

が、間接的な学生確保の活動であり、１割弱程度の入学者確保を見込んでいる。「③山

形市民間立保育園・認定こども園協議会との連携」もやはり間接的なＰＲ活動であり、

自治体と連携し、地域のニーズに応えることで若干の入学者を見込んでいる。 

 

②競合校の状況分析（立地条件，養成人材，教育内容と方法の類似性と定員充足状況） 

ア 競合校の選定理由と新設組織との比較分析、優位性 

  本学が所在する山形県の短期大学には、羽陽学園短期大学があり、本学子ども学科 

と同分野で幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得できる幼児教育科を有してい 

る。入学定員規模も80名と同程度であり、所在地も本学と近いところにあり、学力層 

も同程度であると認識する。 

 羽陽学園短期大学と比較し、立地条件や取得できる資格はほとんど大差ない。羽陽 

学園短期大学の教育理念として、「他者理解を通して自己理解と自己改革を行い、社

会活動に積極的に参加しながら、生涯にわたる自己実現を行い得る人間性豊かな人材

の育成」を掲げており、「自己」に焦点をあてて教育を行っている。また、専攻科福

祉専攻を設けて、介護福祉士も取得できるようにしている。一方、本学では「敬・

愛・信」という言葉で表される人間像の育成にあり、「人を敬い、人を愛し、人を信

じる」ことができる人間は、「人に敬われ、愛され、信じられる」人間になるとい

う、自己と他者を含めた幅広い意味での「人」に焦点をあてて教育を行っている。ま

た、付属幼稚園が同敷地内にあり、実践的な、より高度な教育を行っている。 

 また、入試の時期としては、総合型選抜については、３期に分かれて実施している 

ことは変わりないが、本学の方が遅い時期に実施しており、進路選択について迷う学 

生についても考慮した入試日程となっている。また、第３期目の日程を２月以降に設 
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定することで、進路選択が遅い学生や、他校に落ちた学生や国立大学志望の学生等に 

も選択できるよう配慮した日程となっている。学校推薦型選抜や一般選抜については

大差ないが、本学では短期大学でも大学入学共通テスト利用選抜を実施していること

で、大学志望の学生で進路について迷っている学生の選択肢にもなっている。 

 さらに本学は大学を併設しており、授業内容も大学の内容と遜色ない内容となって 

おり、高い質の教育を提供している。また、教育内容だけでなく学校生活において 

も、自治会活動やサークル活動において大学生と短大生の交流があり、お互いの刺 

激となっている。また、短大生の進路の一つに併設大学への編入学があり、さらなる 

資格取得や教養の深化につながっており、羽陽学園短期大学と比較しての強みとなっ 

ている。 

 

イ 競合校の入学志願動向等 

  羽陽学園短期大学の過去３年間の入学志願状況をみると、本学と変わらない状況と

なっている。【資料１ 本学子ども学科と競合校の入学志願状況等の比較】このこと

は、県内の18歳人口の県外への流出や大学への進学希望者の増加等、全国的な傾向の

影響と考えられる。その中で、大学を併設している本学は、大学進学希望者にもアピ

ールでき、さらに定員の適正化をはかることで、より質の高い教育を提供し、より質

の高い保育者を養成することで定員の確保を図っていく。 

 

ウ 新設組織において定員を充足できる根拠等（競合校定員未充足の場合のみ） 

 県内の状況として、18歳人口の県外流出が見られ、厳しい状況にあるが、大学進学者 

が増えている傾向より、本学は併設する大学があるので併設する大学への編入学の可能

性を周知することで大学進学希望者の選択肢になり得る。また地域からは、子育て支援事

業の多様化や多様性を持った子どもの増加により、高い専門性と知識、柔軟に課題に対応

できる保育者が求められている。定員の適正化をはかり、より質の高い教育を提供し、地

域課題に柔軟に対応できる保育者を養成することで地域のニーズにも応える。そうするこ

とで、地域の本学への認知度、保育現場での本学への期待度を上げていき、定員の確保に

つなげる。 

 

エ 学生納付金等の金額設定の理由 

 本学では、1年時より実習を核としたカリキュラムを設定している。また、通常の授

業においても、保育実践を重視するため演習形式の授業を多くおいており、演習室の充実

も必須である。そのため、学納金のうち、教育充実費、施設拡充費、実験実習費を設定し

ている。また、大学と共用の施設も多く、教育充実費、施設拡充費は大学と統一してい

る。 
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③先行事例分析 

 該当なし 

 

④学生確保に関するアンケート調査 

 アンケート調査は実施していない。併設大学の子ども教育学科では入学定員を90名から

令和3年に70名に変更しており、その後は90％前後で推移していることから、定員の適正

化を図り、安定した定員の確保を見込んでいる。【資料2 子ども教育学科入学定員充足

状況】 

 

⑤人材需要に関するアンケート調査等 

 山形県私立幼稚園・認定こども園協会への聞き取りによると、保育現場では保護者対応

や多様な子ども達への柔軟な対応に際して、地元出身者を望んでいる。また、本学卒業生

の各方面での活躍により、本学卒業生を積極的に採用する動きが見える。定員の減少によ

り、保育者の地域への排出も減少することが危惧されるが、より質の高い保育者を養成す

ることにより地域の人材需要の要望に応えていく。 

 

（４）新設組織の定員設定の理由 

 既設学科等の入学定員の充足状況（直近 5 年間）【別紙 2】より、令和 2 年度～令和 5 年

度の入学者数は 77～98％を推移してきたが、令和 6 年度の入学者数は 46 名であった。入

学定員を変更せずに現行のままでいると、令和 7 年度の収容定員充足率が 50％を切る可能

性もある。さらに、本学短期大学部現代福祉学科が令和 7 年度より募集停止となり、令和

8 年度には廃止となり、短期大学部全体としても収容定員充足率が 50％を下回ってしま

う。これまで以上に学科の運営が厳しい状況となることが懸念される。定員の適正化と募

集活動の強化により、更なる収容定員充足率の向上を見込み、在籍学生数と収容定員との

適正化を図るものである。また、学生一人一人の深い学びを保障し、「人を敬い、人を愛

し、人を信じる」という建学の精神に基づく人間教育と、質の高い保育者養成の充実を目

指す。 



新設組織が置かれる都道府県への入学状況 別紙１

○出身高校の所在地県別の入学者数の構成比（上位５都道府県）※直近年度

都道府県名 人　　数 構成比

1 山形 45人 97.8%

2 秋田 1人 2.2%

3 0.0%

4 0.0%

5 0.0%

全　　体 46人 100.0%

※「学校基本調査」の「出身高校の所在地県別入学者数」から作成すること。

○新設組織が置かれる都道府県の定員充足状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 東北（宮城県を除く） 75.39% 75.28% 71.89%

2

※２校地で教育課程を実施する場合はそれぞれの状況を記載すること。

※出典:日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向」

○新設組織の学問分野（系統区分）の定員充足状況

令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 教育系（短大） 78.98% 73.96% 68.36%

2

※「系統区分」は日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」の系統区分に従うこと。

※出典:日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向」

※大学、学部、学部の学科、短期大学、短期大学の学科を設置する場合のみ作成（専門職大学、専門職短期大学、高等専門
学校を含む）。大学院は作成不要。

新組織所在地
（都道府県）

充足率

系統区分
充足率
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既設学科等の入学定員の充足状況（直近５年間） 別紙２

大学学部学科等名：子ども学科
（大学の学科、短大の専攻課程、高専の学科ごとに作成。大学院は作成不要。）

１．各選抜方法の状況
R2年度入学者 R3年度入学者 R4年度入学者 R5年度入学者 R6年度入学者 平　　均

23人 19人 19人 19人 25人 21人 
延べ人数 志願者数 25人 22人 10人 15人 8人 16人 

受験者数 25人 22人 10人 15人 8人 16人 
合格者数 25人 19人 9人 15人 8人 15人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

実 人 数 志願者数 25人 22人 10人 15人 8人 16人 
受験者数 25人 22人 10人 15人 8人 16人 
合格者数 25人 19人 9人 15人 8人 15人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

25人 19人 9人 15人 8人 15人 
68人 70人 70人 70人 70人 70人 

延べ人数 志願者数 59人 76人 58人 66人 35人 59人 
受験者数 59人 76人 58人 66人 35人 59人 
合格者数 59人 73人 58人 66人 35人 58.2
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0

実 人 数 志願者数 59人 76人 58人 66人 35人 58.8
受験者数 59人 76人 58人 66人 35人 58.8
合格者数 59人 73人 58人 66人 35人 58.2
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0

59人 73人 58人 66人 35人 58.2
5人 7人 7人 7人 5人 6.2

延べ人数 志願者数 6人 6人 5人 0人 1人 3.6
受験者数 6人 6人 2人 0人 1人 3
合格者数 6人 6人 2人 0人 1人 3
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 4人 0人 0人 0人 0人 0.8

実 人 数 志願者数 6人 6人 5人 0人 1人 3.6
受験者数 6人 6人 2人 0人 1人 3
合格者数 6人 6人 2人 0人 1人 3
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 4人 0人 0人 0人 0人 0.8

2人 6人 2人 0人 1人 2.2
4人 4人 4人 4人 0人 3.2

延べ人数 志願者数 5人 6人 9人 3人 1人 4.8
受験者数 5人 6人 9人 3人 1人 4.8
合格者数 4人 3人 9人 2人 1人 3.8
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 4人 3人 8人 2人 1人 3.6

実 人 数 志願者数 5人 6人 9人 3人 1人 4.8
受験者数 5人 6人 9人 3人 1人 4.8
合格者数 4人 3人 9人 2人 1人 3.8
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 4人 3人 8人 2人 1人 3.6

0人 0人 1人 0人 0人 0.2
0人 0人 0人 0人 0人 0

延べ人数 志願者数 4人 1人 11人 6人 3人 5
受験者数 3人 1人 11人 6人 3人 4.8
合格者数 3人 0人 10人 6人 3人 4.4
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 0人 0人 3人 2人 1人 1.2

実 人 数 志願者数 4人 1人 11人 6人 3人 5
受験者数 3人 1人 11人 6人 3人 4.8
合格者数 3人 0人 10人 6人 3人 4.4
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0
辞退者数 0人 0人 3人 2人 1人 1.2

3人 0人 7人 4人 2人 3.2
100人 100人 100人 100人 100人 100人 

延べ人数 志願者数 99人 111人 93人 90人 48人 88人 
受験者数 98人 111人 90人 90人 48人 87人 
合格者数 97人 101人 88人 89人 48人 85人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 8人 3人 11人 4人 2人 6人 

実 人 数 志願者数 99人 111人 93人 90人 48人 88人 
受験者数 98人 111人 90人 90人 48人 87人 
合格者数 97人 101人 88人 89人 48人 85人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 8人 3人 11人 4人 2人 6人 

89人 98人 77人 85人 46人 79人 

３．入学定員充足率
R2年度入学者 R3年度入学者 R4年度入学者 R5年度入学者 R6年度入学者 平　　均

100人 100人 100人 100人 100人 100
0.89 0.98 0.77 0.85 0.46 0.79
0.92 0.97 0.88 0.96 0.96 0.94

入 学 定 員 充 足 率

（備考）特記事項がある場合は記載すること。

　　　　R2年度の「学校推薦型選抜」には、系列校の特別選考を含む。

共
通
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ス
ト
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用
入
試

総
合
型
選
抜

そ
の
他
の
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別
選
抜

一
般
選
抜

学
校
推
薦
型
選
抜

入 学 定 員

歩 留 率

合
計

募集人数

入学者数

募集人数

入学者数
募集人数

募集人数

入学者数

入学者数
募集人数

入学者数
募集人数

入学者数
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既設学科等の学生募集のためのPR活動の過去の実績 別紙３

①募集を行った学科等名称及び取組の名称：東北文教大学子ども教育学科のオープンキャンパス

R4年度入試 R5年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a) 81人 157人

うち受験対象者数(b) 60人 108人

うち受験者数(c) 41人 64人

うち入学者数(d) 34人 59人

（受験率 c/b） 68.3% 59.3%

（入学率 d/b） 56.7% 54.6%

②募集を行った学科等名称及び取組の名称：

R4年度入試 R5年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a)

うち受験対象者数(b)

うち受験者数(c)

うち入学者数(d)

（受験率 c/b） #DIV/0! #DIV/0!

（入学率 d/b） #DIV/0! #DIV/0!

③募集を行った学科等名称及び取組の名称：

R4年度入試 R5年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a)

うち受験対象者数(b)

うち受験者数(c)

うち入学者数(d)

（受験率 c/b） #DIV/0! #DIV/0!

（入学率 d/b） #DIV/0! #DIV/0!

④募集を行った学科等名称及び取組の名称：

R4年度入試 R5年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a)

うち受験対象者数(b)

うち受験者数(c)

うち入学者数(d)

（受験率 c/b） #DIV/0! #DIV/0!

（入学率 d/b） #DIV/0! #DIV/0!

⑤募集を行った学科等名称及び取組の名称：

R4年度入試 R5年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a)

うち受験対象者数(b)

うち受験者数(c)

うち入学者数(d)

（受験率 c/b） #DIV/0! #DIV/0!

（入学率 d/b） #DIV/0! #DIV/0!

①取組概要

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
※入学率等を用いて、本取組に関する参加者等総数の見込みから予想され
る入学者の人数を分析してください。

①取組概要
R4・R5年度入試に向けたオープンキャンパスは、感染症予防として人数制
限を設け実施した。また、受験生を対象の入試説明と個別相談をメインと
したキャンパス見学会も実施した。
②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
オープンキャンパスの参加者は、本学を第一希望とした年内選抜での受験
者が多い。新設組織は、その傾向がより顕著であるため、定員に近い入学
者を確保できると予想している。

①取組概要

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
※入学率等を用いて、本取組に関する参加者等総数の見込みから予想され
る入学者の人数を分析してください。

①取組概要

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
※入学率等を用いて、本取組に関する参加者等総数の見込みから予想され
る入学者の人数を分析してください。

①取組概要

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
※入学率等を用いて、本取組に関する参加者等総数の見込みから予想され
る入学者の人数を分析してください。
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本学子ども学科と競合校の入学志願状況等の比較【資料1】

R3(2021)年度 R4(2022)年度 R5(2023)年度 R6(2024)年度 平均入学定員充足率

志願者数 111 93 90 48

合格者数 101 88 89 48

入学者数 98 77 85 46

入学定員 100 100 100 100

入学定員充足率 98% 77% 85% 46% 76.5

志願者数 81 92 76 -

合格者数 81 91 76 -

入学者数 78 84 74 57

入学定員 100 100 100 80

入学定員充足率 78% 84% 74% 71% 76.75

子ども教育学科入学定員充足状況【資料２】

平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

入学者 100 105 74 65 60 66

入学定員 90 90 70 70 70 70

入学定員充足率(%) 111% 117% 106% 93% 86% 94%

本学

子ども学科

競合校

幼児教育学科
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タイプライターテキスト
‐学生確保の見通し(資料)-4‐

user
タイプライターテキスト

user
タイプライターテキスト



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 学長
　スガ　　カズヨシ

須賀　一好
＜令和5年4月＞

修士
（文学）

東北文教大学短期大学部
学長

（令和5.4～令和9.3）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）
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